
担当課名 件名 発注予定時期 相手方選定基準

契約・財産管理課 市庁舎営繕業務委託料 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

契約・財産管理課
市有地清掃管理（草刈作業）委
託業務（玉野市田井五丁目地
内）

第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

契約・財産管理課
市有地清掃（草刈作業）管理委
託業務（築港四丁目地内　国鉄
跡地）

第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

契約・財産管理課 測量基準杭設置場所刈払い業務 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

市民課
玉野市霊園剪定・枝打ち・草刈
業務

第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

環境保全課 古布拠点収集業務 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

環境保全課 廃食用油拠点収集業務 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

環境保全課 有料指定袋減免申請受付等業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

環境保全課
児島湖ふれあい野鳥親水公園の
清掃業務

第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

環境保全課
児島湖ふれあい野鳥親水公園の
清掃業務

第4四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

長寿介護課 山田和楽園跡地草刈・剪定業務 第4四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

商工観光課
渋川・王子が岳エリア魅力向上
事業（藤棚剪定等）

第1、第2、第4
四半期

地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づく随意契約の発注見通し
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土木課 草刈業務 第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

土木課 草刈業務 第3四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

都市計画課 玉野市営住宅維持修繕業務 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

都市計画課 宇野駅前トイレ管理業務 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

都市計画課 市営玉駐車場清掃点検 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

都市計画課 北山児童遊園地便所清掃業務 第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

学校教育課
旧鉾立小及び鉾立認定こども園
周辺草刈作業

第2四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

社会教育課
（生涯学習セン
ター）

玉野市生涯学習センター施設管
理業務

第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

社会教育課
八浜町並み保存拠点施設　草刈
業務

第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

社会教育課
孫座古墳・山下家の墓　草刈業
務

第1四半期
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること

社会教育課 各公民館　清掃・除草委託　 通年
地方自治法施行令第167条の2第1項
第3号に規定する団体等であること
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